
〇 災害警報発令に伴う臨時閉所について 

☆台風などの接近に伴い、長崎市に「特別警報」または「暴風警報」が発令された場合、

長崎学習センターは臨時閉所します。 

 

・ 警報が午前７時までに解除された場合 ・・・ 通常どおり開所します。 

・ 警報が１２時までに解除された場合   ・・・ １４時に開所します。 

・ 警報が１２時までに解除されなかった場合 ・・・ 終日閉所します。 

・ その他、所長の判断により、臨時閉所する場合があります。 

◆ 臨時閉所するにあたっては、学習センターウエブページ、またはシステムWAKABA 

  （学内連絡）でお知らせします。 

                                 放送大学長崎学習センター 


